
身体拘束適正化に関する
留意事項
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障害者（児）虐待の防止と対応について
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➢ 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害する者であり、障害者の自立および社会参加にとって
障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、「障害者虐待の防止、障害
者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月から施行されました。

➢ 直近では、令和６年度から改正された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等が施
行され、その中で利用者の意思決定の支援が明文化されたところです。

➢ これを受け、厚生労働省から令和６年７月31日付で「障害者福祉施設等における障害者虐待防
止と対応の手引き」の一部改訂が行われ、虐待発生の原因分析および再発防止方法の内容が更
新されました。

➢ 滋賀県においても、運営指導において研修実施状況および内容の確認を行い、適宜指導を実施
しているところです。

➢ しかしながら、例年一部事業所・施設において、虐待事案の発生が後を絶たない状況です。

➢ つきましては、次ページ以降にお示ししております資料をもとに、改めて基準に定められてい
る虐待防止措置に関する内容を確認・理解いただきますと共に、引き続き適切な障害福祉サー
ビス等の提供を実施いただきますようお願いします。
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○厚生労働省ホームページ（障害者虐待防止に関する通知・関連資料掲載）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaish
ahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html

○障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（施設・事業所従
事者向けマニュアル）（令和６年７月改訂版）

○【別冊】職場内虐待防止研修用冊子

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

○滋賀県通知「身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて」

（以下スライド参照）

参考資料
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県通知
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県通知



事
実
が
生
じ
た
月

改
善
が
認
め
ら
れ
た
月

令和４年12月20日に身体拘束適正化検討委員会を実施した後、
令和５年12月20日時点で、同委員会の開催が未実施

R5.12 R6.4 R6.5 R6.7

令和６年４月10日
運営指導にて未実施を確認
⇒運営基準を満たしていないことを確認

令和６年４月25日
改善計画を当課
（県）あて提出

令和６年７月20日
改善報告を当課（県）あて提出
⇒改善を確認

【減算適用期間】
令和６年５月～
令和６年７月

減算適用の考え方①
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事
実
が
生
じ
た
月

改
善
が
認
め
ら
れ
た
月

【減算適用期間】
令和６年５月～令和６年10月

令和６年２月１日新規指定時から身体
拘束等の適正化のための指針が未整備

R6.2 R6.4 R6.5 R6.7

令和６年４月10日
運営指導にて未整備であることを確認
⇒運営基準を満たしていないことを確認

令和６年５月25日
改善計画を当課（県）あて提出

令和６年７月20日
改善報告を当課（県）あて提出
⇒改善と認められず

令和６年10月20日
改善報告を当課（県）あて再提出
⇒改善を確認

R6.10

減算適用の考え方②
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